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食の安全性確保を目指した体制の整備が進んでいる[剖。食品安全委員会は、

我が国の食品の安全性についてのセンター機能が企画されている。またトレー

サビリティあるいは表示義務に見られるように、生産農場から食品流通システ

ムに至るまでの包括的な安全性の向上が計られている。

リスク研究は当初、災害・原発・産業衛生・毒物など、どちらかというと非

日常的なハザードを対象としてきた。これに対して食品に関してのりスク研究

は比較的新しい。その特徴は、多種・多様な、そして低い水準のりスクにある。

実際、急、性死亡の数で見れば、近年の大型の事故でも他の事故と比べて少ない。

むしろ社会生活においてより重要視される点は、一般の社会人にとってりスク

の曝露が広汎でありまた避けることが難しい事実にある。実際、衣住よりも食

に関しては、社会一般がより平等な水準を求めていると思われる。従ってより

深い意味で社会と係わることになる。

この小論の目的は、食の安全性確保の問題を不確実な情報の下での公的な機

関の意思決定の見地から、概念の整理を試みることにある。そしてハザート認

知、即ち行政として対応すべきハザードを特定することが食の安全において重

要であることを強調する。その上で、食品の安全性に関しては、りスク評価の

前提としてハザード認知が位置づけられるので、広い意味でのりスク評価に含

み得ることを指摘する。
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6.2

リスク研究を少数の重要な構成要因に分ける試みは多くある。この分野で定

評のある文献のーつである英国王立協会の報告書固では、りスク解析・りスク

認知(知覚)・りスク管理に3分類されている。この内で最初のりスク解析の内

容は、他の文献あるいは同報告書の前の版ではりスク評価と呼ばれているので、

本稿でも以降ではその用語を用いる。

先ず、これら3つの要因の狹い意味での内容を記述する。りスク評価:ある

ハザードについて科学的なデータによりりスクの大きさを評価する過程、りス

ク認知:りスクを科学的及び社会的に認識し理解する過程、りスク管理:りス

クを低減させるための措置を決定し実施する過程、となる。

この中で最も新しくその重要性が理解されるようになった要因は、りスク認

知である。その分、概念の整理が今日でも十分ではない。ここで認知(知覚)

ほ Perception の司{である。灸口t党心、王里eきの用言吾で1太 Sensation と Cognition の中

位にあるとされる。知覚と訳すことも考えられるが、後で論じるハザードとの

語感から認知とする。

一方近年の食品安全の分野では、りスク評価・りスク管理・りスクコミュニ

ケーションの3つの構成要因からなる、りスク解析の下に議論が進められてい

る。この用語は、国際食品規格委員会(codox)が使用し、また BSE問題に関す

る調査委員会の報告書②においても踏襲されている。

上式のりスク研究の分類と比較すると、りスク認知がりスクニミュニケーシ

ヨンに入れ替わっている。りスクコミュニケーションは、りスクに関する情報・

意見を相互に交換する過程である。だから、りスク認知よりも狭い概念である。

実際、コミュニケーションは相異なる考えや認識を相互に知り合うと共に、合

意への期待を含意している。しかしりスク評価とりスク管理の相互の関係にお

ける認識の違い、あるいはSTSで強調される科学的根拠に対する社会の価値

感の影響はあまり重視しない。

この違いに関連して、中島剖は、りスク認知を(狭義の)りスクi忍知とりス

クコミュニケーションに分け、りスク研究を4つの構成要因として議論してい

る。その巾で、行政判断の重要性に言及している。

リスク解析の下で食品の安全確保を計るCodeXの文書あるいは我が国の研究

者の言説には、意図的にりスク認知を軽視する文言は見当たらない。むしろり

スク解析の用語に関連して強調されているのは、安全行政・安全施策において

リスク研究

^

kawanoak
長方形
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従来型の後追いではないりスクの予見に基づく措置であり、また科学的なデー

タによる評価の必要性である。りスク解析に関する議論は、どちらかというと

実務志向である。これに対して、人文学的考察に走りがちなりスク認知との間

には大きな温度差がある。実際、りスク認知に関して良く読まれている Doug]郎

飢dW丑dawky[U の副題にはエッセイの文字がある。だから概念の豊かさに比

べて、心、ずしも実際的な有用性が伴わないきらいがあると思われる。

しかしながら、りスク認知の概念の中には、りスク解析の概念では見逃しが

ちではあるが実際には有用な考えが多く含まれている。本稿での対象である食

品安全の分野では、一般に等閉視されているが重要な概念として、ハザード認

知がある。この用語を次節で定義する前に、ハザードの定義を与えておく。ハ

ザードとは、人に悪影響を及ぽし得る食品あるいはその含有物もしくはその状

態を指す。

6.3

ここではハザード認知を「ある食品またはその状態をハザードとしてりスク

評価に取り上げるか否かを判断する過程」と定義する。勿論この判断は、手許

の情報の限界と共に、判断がもたらす結果をも考慮した上で行われる。

この定義の意味するところをより明確にするために、 2つの事実を掲げる。

その1つは、食品がもたらすかも知れない悪影響は単に医学的・科学的に決め

られるものではなく、社会の人々の価値判断に依存することであり、他の1つ

は判断が依拠する情報が十分でない、多くの場合には極めて乏しい情報しかな

いことである。前者は真にりスク認知が強調している点であり、より広くは社

会における科学研究の位置づけでの論点である。また情報の不十分さは、およ

そ社会で行われるほとんどの判断につきまとうが、食品におけるハザード認知

が問題となる事例では特に著しいと思われる。

次に、ハザード認知とりスク評価との位置関係を検討する。 BSE 問題の報告

書②には、「りスク分析とは、消費者の健康の保護を目的として、国民やある

集団が危害にさらされる可能陛がある場合・・・」とある。この文章から読みとれ

ることは、危害にさらされる可能性の有無の判断が専門家には比較的容易に行

われるとの前提の上で議論がなされていることである。しかしながら、我々が

過去の食品関連の事故から学んでいることは、この判断は容易でない事実であ

る。

ハザード認知
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実際、過去のりスク行政の失敗の経験を点検すると、実はハザード認知にお

ける判断の失敗に由来することがあまりに多い。つまり、ハザードに対する対
応の誤りと言うよりも、そもそもハザードと認識しないうちに事態が進行して

しまったのである。更に、この判断は食品安全行政にとっての数少ない1つの

キーであることを指摘する。実際、りスク解析全体にこの判断が先行する。多

くの場合にはりスク解析は、りスク評価とその方法の吟味から始められる。だ

から、ハザード認知を通じて初めて、ある食品が通常の状態から行政が関与す

るりスク評価の対象になる。

ハザード認知における判断規準は単純ではない。もし過去の失敗から短絡的

に教訓を得ようとすると、<ザード認知を際限なく広く把えることになる。実

際に上の引用文で、「危害」を広く理解したり、「可f謝生」の言葉を厳格に理解

すると、ほとんどの食品はハザードになる。従来の食品安全行政では、ハザー

ドの認知に高い障壁を設けてきてしまったのであるが、逆に、ハザードの認知

の規準を緩くすれぱする程、それだけ食品安全行政が改善される訳には行かな

し、

ハザード認知においては、多様な危害を考慮に入れると共に、ハザードと認

識した結果として行われるりスク評価の内容と程度をも考慮に入れる。りスク

評価には、緊急に大規模な科学的データの蒐集が必要である場合もあり、また

一方では、専門家による動向の監視で十分とされる場合もある。ハザードとし

ての認知の有無は、結果がもたらす行動の選択にも関連する。この二面性は、

行政判断に関しては日常的である。一例として、従来の地震予知では、発生確

率の評価のような科学的側面のみが強調されてきた。これに対して、満上固は、

防災情報を「科学的根拠と行政的責任を共に担保する」ものとしている。この

理解は、行政判断の含意をも考慮しているという意味で、ハザード認知の趣旨

に近い。

上で論じた事実は、ハザード認識が広い意味のりスク評価の一構成要因であ

ることを示唆する。 2節でも述べたように、りスク評価は狭義には、ハザード

が既に特定された後の科学的根拠に基づく評価を意味する。しかしハザード認

知自身がより弱い根拠に基づく判断を意味して、直接的にりスク評価と結びつ

いている。だから実務的には、ハザード認知を広義のりスク評価の一要因と見

なしておいた方が良い。
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6.4

大学・研究所の研究者によってもハザード認知の実務を行いうるが、基本的

には行政がなすべき仕事である。近年司法の判断における証拠と計量判断にっ

いては、意欲的に研究(例えば、参考文献[5])が進められているが、行政の判

断にっいての研究は必ずしも充分ではない。柳本即]は、 0-157 食中毒を例に

して、行政の判断と根拠の程度についての考察を行っている。

食品安全の行政は他の関連行政分野、例えば環境、医薬品、地震等災害に比

べても特徴がある。行政の役割は安全性確保にある筈だが、従来の食品行政は

専ら生産者側の立場にあった。一方、生産・流通業界は売上高とか従事者数で
見れば決して小さい規模ではないが、研究・開発余力に乏しい事実がある。

ところで、一般に安全行政にはバランス感覚が働き難いようである。例えば、

近年の地震対策行政では安全側の見方が強い。実際地震発生の確半は高めに、
指定強化地域は広くなる一方に見える。逆に、医薬品の動物実験の評価では、
根拠もなく安全性が強調されている。その結果ヒトでの副作用報口と動物実験
の評価に大きな不一致が生じている例が多い。これらの傾向は、地震久害を低
く評価して不利益を被るグループがほとんどないこと、近年の医薬叩業界では
開発力が強い事実が関与していると思われる。食品女全行政では、行政判断の
結果が及ぼす対象である生産・流通業界が脆弱なことから、過大な庇護と安易
な行政指導の間にブレが生じやすい。

別の予想される実陽顎勺困難は、ハザード認、知においては専門家と行政家の功
績が見え難いであろうと見られる点である。ハザード認却では失敗の証拠は残
り易く、成功の証拠は残り難い。この事実は、関係者に安易な行動を選ばせる
インセンティブを与える。実際、従来は研究者は、総論では危険性を強調する、
各論では根拠が不十分であることを指摘する、いったん事故が起こると研九体
制の拡充を働きかけることが通例であった。従来は女全行政が本来的には門外
漢である筈の研究者によって担われていたこともあり、このような一見,、、;頁任
な対応が行われてぃたと思われる。一方行政家によるハザード認よUでは、規準
を緩くするのが無剃供こなる。そうするとほとんどの食品がハザードとしてH心知
されることになる。この無剣げ剣川釿は、既存食品の評価や新食品の審査の際に
困難を生じる。この点は次節で改めて触れる。

ハザード認知の実務での重要な点は、ある程度の水準でハザードを見逃す小、
にある。つまり、見逃しの可育目性をなくすることよりも小さくすることに目キ示

行政判断
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が設定される。この目標の当然の帰結として、見逃したハザードによる被害が
起こり得る。しかし、当該時点で適切と見なされる措置を講じて食品安全の水
準を上げることができれば、制度としての行政判断の枠組みは成功裡に機能し
ている筈である。事故の後追いに終始した行政からの脱却は、制度として<ザ

ド認知の枠組みの構築を通じて可能になる。その制度は、判断の失敗を角容
することでハザード認知の業務に従事する専門家と行政家を守る。

6.5

より具体的にハザード認知を芳察するために、BSE(狂牛病)事故と新開発食
品を例に取り上げる。BSE 事故は、我が国の食品安全行政を転換させる契機に
なった大型事故であり、新開発食品の経緯は、我が国の食品行政の行き詰まり
を別の角度から確認できる。

2つの例

6.5,1 BSE 事故

BSE 事故は英国に端を発した牛の大量櫂患事故から始まったが、ヒトへの類
似疾患の原因になる疑いが生じたために重大な事故となった(例えば、参芳文
献[3])。英国は大量の患牛を発生させると共に、そのりスクの他国への輸出源
でもあった。しかし同時に BSE 由来と考えられるヒトの疾患祀JD の疑いを比
較的早期に確認した国でもある。英国でBSE 櫂患牛がヒトの VCルの重大なハ
ザードであることを確認できたのは、疾患発生の監視体制が秀れてぃたことに
その原因があると思われる。

我が国が英国からの生牛の輸入を禁止したのは1990年で、他の国に比べても
比較的早い。だから英国の生牛をハザードとして早くから認知してぃた。しか
し1990年代半ばに祀ルの櫂患源が疑われたときには、ヒトの疾患のハザード
としては認知していなかった。結局、英国の生牛は BSE のハザードとして認知

したが、屠殺牛と我が国の牛はハザードとして認知されず、またハザード契知
は BSE を対象としていて、祀ルを対象としたハザード認知は行われなかった
ことになる。

BSE 事故から教訓を得ようとするときに、あまり注意されない点がある。そ
れは同様で異なる事例で、BSE のように危険は予想された筈ではあるが実際に
は何ら問題がなかった事例の数である。もしその数が少なくないとすれぱ、ハ
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ザード認知の実務はより困難で、より誤りの多い判断がなされることになる。

6.5.2 新開発食品

食品衛生法に 1972年に付け加えられた新開発食品は、31年を経過した今日

までも1件も承認されていない[田。もとより食品の安全を重視した施策がその

一因だから、必ずしも悪いとは言いきれない。ところが前節でも述べたように、

個々の食品については承認しない方が安直な施策であるという、ハザード認知

に係わる危うさが露呈した結果とも取れる。新開発食品はすべてハザードであ

る、とする命題を否定するのは至難である。しかし、この命題で新開発食品を

既存食品と取り替えても事情はほとんど変わらない。だから、もし食品の再評

価(医薬品では実際に行われている)を行うと、彪大な数の既存食品がハザー

ドとして認知されることになる。もちろん、食品行政には駅AS (G印eraⅡy

Rec0即丘od 心 Sofe)のような考えもし、要だが、りスクの発生を受容した行政

判断を実施しないと、著しい論理の不整合が生じてしまうことを示している。

新開発食品を論じるときに、特定保健用食品と健康食品を対比させると理解

が容易になる。特定保健用食品では安全性に関する規準が弱いし、機能性を強

調する健康食品では安全性があまり問われない。だから近年の食品行政では、

新開発食品でのハザード認知は包括的だが、健康食品ではハザード認知の機能

が失われている、と言うことができる。もし経験的に健康食品が新開発食品と

して申請された(あるいは申請が企図された)食品よりも安全であるとすれば、

現状は是認できる。しかし実態はそのようには考え難く、そのような根拠もな

い上に、改めて議論された形跡もない。

英国(現在はEU)では毎年新食品が承認されてきた。もちろん、この判断

は規定の規準を満たす証拠を提出したことによる承認で、ハザードである可能

性を否定した訳ではない。食品行政は国により多様であって当然だが、新食品

承認の判断をしている行政的施策は、迷うことなく肯定的に評価できる。

369

6.6 結言吾

本稿での試みは、食品安全の分野ではりスク評価を広く捉えてハザード認知

を包含させることの必要性を論じることである。ハザード認知は単に科学的根

拠の評価だけではなく、社会が求める価値規準に合致した認識の下に判断され
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る。その意味ではりスク認知として研究されてきた概念の一構成因子である。

実務者としての判断者は、社会に対して責任を負う専問家であり行政組織に所

属する。この意味では、ハザード認知は行政判断のための科学の1つと見なせ

る。

ハザード認知における判断は、判断を誤る可ヨを性を受容する制度の下でなさ

れる必要がある。判断の誤りの受容は判断の選択肢を拡げるので、結果として

食品安全の水準を向上させる新しい制度設計を提供することが期待できる。

ハザード認知の用語と共にその概念を明確に出来たのは、中島貴子さん(社

会技術研究システム)との討論のお陰である。また、新開発食品についての視

点は柳本正勝氏(食品総合研究所)に負う。これらを記して厚く感謝したい。
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